
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号

車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
車
両
制

限
令
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
又
は
道
路
管
理
者
が
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の

高
限
度
）

第
一
条
　
車
両
制
限
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
道
路
管
理
者
が
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の

高
限
度
は
、
次
の
表

に
掲
げ
る
値
と
す
る
。

遠
軸
距

総
重
量
の

高
限
度

五
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
ト
ン

五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
七
メ
ー
ト
ル

未
満

二
十
二
ト
ン
（
貨
物
が
積
載
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
長
さ
が
九
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
ト
ン
）

七
メ
ー
ト
ル
以
上

二
十
五
ト
ン
（
貨
物
が
積
載
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
長
さ
が
九
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
ト
ン
、
九
メ
ー
ト
ル
以
上
十
一
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
二
ト
ン
）

備
考
　

遠
軸
距
と
は
、
車
両
の

前
軸
と

後
軸
と
の
軸
間
距
離
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

（
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
総
重
量
の

高
限
度
）

第
二
条
　
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
バ
ン
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
タ
ン
ク
型

の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、

ほ
ろ幌

枠
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
コ
ン
テ
ナ
又
は
自
動
車
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト

レ
ー
ラ
連
結
車
並
び
に
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
で
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
車
が
バ
ン
型
の
車
両
、
タ
ン
ク
型
の
車

両
、

ほ
ろ幌

枠
型
の
車
両
又
は
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
自
動
車
の
運
搬
用
の
車
両
で
あ
る
も
の
の
総
重
量
の

高
限
度

は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。

区
分

遠
軸
距

総
重
量
の

高
限
度

高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
も
の
八
メ
ー
ト
ル
以
上
九
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
五
ト
ン

九
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
六
ト
ン

十
メ
ー
ト
ル
以
上
十
一
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
七
ト
ン

十
一
メ
ー
ト
ル
以
上
十
二
メ
ー
ト
ル
未

満

二
十
九
ト
ン

十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
十
三
メ
ー
ト
ル
未

満

三
十
ト
ン

十
三
メ
ー
ト
ル
以
上
十
四
メ
ー
ト
ル
未

満

三
十
二
ト
ン

十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
メ
ー
ト
ル
未

満

三
十
三
ト
ン

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
・
五
メ
ー
ト

ル
未
満

三
十
五
ト
ン

十
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

三
十
六
ト
ン

そ
の
他
の
道
路
を
通
行
す
る
も
の

八
メ
ー
ト
ル
以
上
九
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
四
ト
ン
（
令
第
三
条
第
一
項
第

二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
管
理

者
が
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す
る
車

両
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
ト
ン
）

九
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
五
・
五
ト
ン
（
令
第
三
条
第
一

項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
道
路

管
理
者
が
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す

る
車
両
に
あ
つ
て
は
、
二
十
六
ト
ン
）

十
メ
ー
ト
ル
以
上

二
十
七
ト
ン

（
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
）

第
三
条
　
令
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路
を
通
行
す
る
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ

ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
四
十
フ
ィ
ー
ト
背
高
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
（
本
邦
に
お
い
て
、
目
的
地
に
到
達
す
る
ま
で
貨
物
の
詰
替
え

を
行
わ
ず
に
運
搬
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運
搬
用
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
二
・
〇
車
載
器
（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
車
載
器
で
あ
つ
て
、
無
線
の
交
信
に
よ
り
通
行
経
路
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置

を
い
う
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
搭
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
重
量
の

高
限
度
）

第
四
条
　
令
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
重
量
の

高
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
総
重
量
　
次
の
表
に
掲
げ
る
値

車
軸
の
数

遠
軸
距

総
重
量
の

高
限
度

自
動
車

被
け
ん
引
車

二

二

七
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

八
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満

三
十
六
・
二
ト
ン

八
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

三
十
七
・
五
ト
ン

三

九
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上

十
一
・
九
メ
ー
ト
ル
未
満

三
十
七
・
五
ト
ン

十
一
・
九
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
四
ト
ン

三

二

八
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上

九
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満

三
十
六
・
二
ト
ン

九
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

十
一
・
一
メ
ー
ト
ル
未
満

三
十
七
・
五
ト
ン

十
一
・
一
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
四
ト
ン

三

十
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上

十
二
・
八
メ
ー
ト
ル
未
満

三
十
七
・
五
ト
ン

十
二
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
四
ト
ン

二
　
軸
重
　
次
の
表
に
掲
げ
る
値

総
重
量

車
軸
の
数

軸
重
の

高
限
度

自

動
車

被
け
ん

引
車

三

十

八

ト

ン

未
満

三

三

被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
、
十
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の

値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
た
値
（
ト
ン
）

三

十

八

ト

ン

以
上

二

三

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
セ

ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
う
ち
、
自
動
車
に
あ
つ
て
は
十
一
・
五
ト
ン
、

被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
十
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の

値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
た
値
（
ト
ン
）
、
そ
の
他
の
セ
ミ
ト
レ
ー

ラ
連
結
車
の
う
ち
、
被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
十
ト
ン
以
下
で

小
軸

距
（
メ
ー
ト
ル
）
の
値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
た
値
（
ト
ン
）

1



三

三

被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
、
十
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の

値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
た
値
（
ト
ン
）

三
　
輪
荷
重
　
次
の
表
に
掲
げ
る
値

総
重
量

車
軸
の
数

輪
荷
重
の

高
限
度

自

動
車

被
け
ん

引
車

三

十

八

ト

ン

未
満

三

三

被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
、
五
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の

値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
二
で
除
し
た
値
（
ト
ン
）

三

十

八

ト

ン

以
上

二

三

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
で

定
め
る
基
準
を
満
た
す
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
う
ち
、
自
動
車
に
あ

つ
て
は
五
・
七
五
ト
ン
、
被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
五
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の
値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
二
で
除
し
た

値
（
ト
ン
）
、
そ
の
他
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
う
ち
、
被
け
ん
引
車

に
あ
つ
て
は
五
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の
値
に
二
・
三

を
乗
じ
五
を
加
え
二
で
除
し
た
値
（
ト
ン
）

三

三

被
け
ん
引
車
に
あ
つ
て
は
、
五
ト
ン
以
下
で

小
軸
距
（
メ
ー
ト
ル
）
の

値
に
二
・
三
を
乗
じ
五
を
加
え
二
で
除
し
た
値
（
ト
ン
）

（
道
路
の
指
定
等
の
公
示
）

第
五
条
　
道
路
管
理
者
は
、
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
路
線
名

二
　
指
定
し
、
又
は
解
除
す
る
道
路
の
区
間

三
　
指
定
し
、
又
は
解
除
す
る
期
日

四
　
そ
の
他
指
定
又
は
解
除
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
道
路
管
理
者
は
、
令
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
行
方
法
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
通
行
方
法
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
殊
な
車
両
の
認
定
の
手
続
）

第
六
条
　
令
第
十
二
条
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
道
路
管
理
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
車
両
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
二
以
上
の
道
路
管
理
者
の

管
理
に
係
る
道
路
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
一
の
道
路
管
理
者
を
経
由
し
て
そ
の
者
以
外
の

道
路
管
理
者
に
係
る
同
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
を
受
理

し
た
道
路
管
理
者
は
、
す
み
や
か
に
他
の
道
路
管
理
者
に
そ
の
者
に
係
る
申
請
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
道
路
管
理
者
は
、
令
第
十
二
条
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
認
定
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
車
両
の
指
定
）

第
七
条
　
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
災
害
救
助
、
人
命
救
助
（
傷
病
者
を
緊
急
に
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
搬
送
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
、
水
防

活
動
、
消
火
活
動
又
は
火
災
現
場
へ
の
臨
場
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

二
　
裁
判
官
又
は
裁
判
所
の
発
す
る
令
状
の
執
行
の
た
め
使
用
さ
れ
る
自
動
車

三
　
交
通
の
取
締
り
の
た
め
使
用
さ
れ
る
自
動
車

四
　
警
ら
の
た
め
使
用
さ
れ
る
無
線
自
動
車

五
　
被
疑
者
の
逮
捕
、
犯
罪
現
場
へ
の
臨
場
そ
の
他
の
緊
急
を
要
す
る
警
察
活
動
の
た
め
使
用
さ
れ
る
自
動
車

六
　
災
害
警
備
そ
の
他
の
警
備
実
施
に
係
る
警
察
部
隊
活
動
の
訓
練
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

七
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
及
び
第
八
十
一
条

か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
の
行
動
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両
又
は
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く

は
機
関
の
編
成
若
し
く
は
配
置
若
し
く
は
教
育
訓
練
の
た
め
使
用
さ
れ
る
自
衛
隊
の
車
両

八
　
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に

関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
力
活
動
の
実
施
の
た
め
の

要
請
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
公
用
車
両
（
同
協
定
第
一
条
（
ｅ
）
に
規
定
す
る
公
用
車
両
で
あ
つ
て
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
軍
隊
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）

九
　
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互

の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

と
の
間
の
協
定
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
力
活
動
の
実
施
の
た
め
の
要
請
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
公
用
車

両
（
同
協
定
第
一
条
（
ｅ
）
に
規
定
す
る
公
用
車
両
で
あ
つ
て
、
英
国
の
軍
隊
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）

十
　
緊
急
を
要
す
る
火
薬
類
の
除
去
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

十
一
　
緊
急
を
要
す
る
事
故
の
発
生
し
た
航
空
機
、
車
両
等
の
回
収
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

十
二
　
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
に
お
け
る
関
係
者
に
対
す
る
警
告
の

た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

十
三
　
交
通
の
混
乱
そ
の
他
消
火
活
動
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
に
お
い
て
火
災
の
警
戒
の

た
め
配
置
さ
れ
る
消
防
自
動
車

十
四
　
火
災
の
発
生
に
伴
い
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
市
街
地
区
域
内
の
特
殊

防
火
対
象
物
又
は
火
災
の
拡
大
が
す
み
や
か
で
あ
る
火
災
危
険
区
域
で
市
町
村
の
作
成
す
る
消
防
計
画
に
お
い

て
指
定
し
た
も
の
に
係
る
消
防
訓
練
の
た
め
使
用
さ
れ
る
消
防
自
動
車

十
五
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の

規
定
に
よ
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

十
六
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

十
七
　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
の
死
体

の
焼
却
又
は
埋
却
の
た
め
に
必
要
と
な
る
装
置
の
運
搬
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

２
　
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
郵
便
物
を
配
達
す
る
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

で
そ
の
幅
が
一
・
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る

一
般
廃
棄
物
の
収
集
の
た
め
使
用
さ
れ
る
車
両

三
　
霊
き
ゆ
う
車
で
市
町
村
の
運
営
管
理
す
る
も
の
又
は
緊
急
に
通
行
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の

（
二
以
上
の
道
路
の
通
行
の
許
可
を
一
の
道
路
の
道
路
管
理
者
が
行
な
わ
な
い
場
合
）

第
八
条
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
二
以
上
の
道
路
が
市
町
村
道
（
指
定
市

の
市
道
及
び
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
新
設
若
し
く
は
改
築
又
は
維
持
を
行
な
う
道
路
を
除
く
。
）
の
み
で
あ
る
場
合
と
す

る
。

（
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
）

第
九
条
　
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を

道
路
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
管
理
者

は
、
更
新
若
し
く
は
変
更
の
申
請
で
あ
る
た
め
又
は
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
書
類
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
写
し

二
　
車
両
の
諸
元
に
関
す
る
説
明
書
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三
　
車
両
内
訳
書
（
申
請
に
係
る
車
両
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
通
行
経
路
図
及
び
通
行
経
路
表

五
　
そ
の
他
道
路
管
理
者
が
許
可
を
行
う
に
つ
き
必
要
と
認
め
る
も
の

３
　
道
路
管
理
者
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
許
可
証
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
限
度
超
過
車
両
の
通
行
の
許
可
に
係
る
車
両
の
幅
等
の
基
準
）

第
十
条
　
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長
さ
及

び

小
回
転
半
径
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
幅
　
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下

二
　
重
量
　
次
に
掲
げ
る
値
以
下

イ
　
総
重
量
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

車
両
の
種
類

総
重
量
の
基
準

一
　
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ

ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

四
十
四
ト
ン

二
　
単
車
（
自
動
車
と
被
け
ん
引
車
と
の

結
合
体
で
は
な
い
車
両
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
連
結
車
（
前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
で
総
重
量
が
二
十

ト
ン
を
超
え
、
か
つ
、
幅
、
軸
重
、
隣

り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
重
の
合
計
、
輪

荷
重
、
高
さ
、
長
さ
又
は

小
回
転
半

径
が
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

高
限
度
を
こ
え
な
い
も
の

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
バ
ン
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結

車
、
タ
ン
ク
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、

ほ
ろ幌

枠
型
の
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
コ
ン
テ
ナ
又
は
自
動
車
の
運
搬
用
の

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
ロ
及
び
ニ
に
お
い
て
「
バ
ン
型
等

の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
」
と
い
う
。
）
並
び
に
フ
ル
ト
レ

ー
ラ
連
結
車
で
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
車
が
バ
ン
型
の
車
両

、
タ
ン
ク
型
の
車
両
、

ほ
ろ幌

枠
型
の
車
両
又
は
コ
ン
テ
ナ
若
し

く
は
自
動
車
の
運
搬
用
の
車
両
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二

十
六
ト
ン
、
そ
の
他
の
車
両
に
あ
つ
て
は
二
十
五
ト
ン

三
　
前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
車
両

単
車
に
あ
つ
て
は
三
十
九
ト
ン
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
フ

ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
ダ
ブ
ル
ス
（
自
動
車
と
二
の
被
け

ん
引
車
と
の
結
合
体
で
あ
つ
て
、
二
台
目
の
被
け
ん
引
車
及

び
そ
の
積
載
物
の
重
量
が
自
動
車
又
は
一
台
目
の
被
け
ん
引

車
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
あ
つ
て
は
四
十
四
ト
ン

ロ
　
軸
重
　
バ
ン
型
等
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
あ
お
り
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
ス
タ
ン
シ
ョ
ン
型

の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
船
底
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
自
動
車
の
車
軸
の
数
が
二
の
も
の
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
十
一
・
五
ト

ン
、
そ
の
他
の
車
両
に
あ
つ
て
は
十
ト
ン

ハ
　
隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
重
の
合
計
　
隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
距
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
十
八
ト
ン
（
隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
距
が
一
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
重
が
い
ず
れ
も
九
・
五
ト
ン
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
九
ト
ン
）
、
一
・

八
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
十
ト
ン

ニ
　
輪
荷
重
　
バ
ン
型
等
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
あ
お
り
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
ス
タ
ン
シ
ョ
ン

型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、
船
底
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ

ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
あ
つ
て
は
五
・
七
五
ト
ン
、
そ
の
他
の
車
両
に
あ
つ
て
は
五
ト
ン

三
　
高
さ
　
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下

四
　
長
さ
　
次
に
掲
げ
る
値
以
下

イ
　
単
車
に
あ
つ
て
は
十
二
メ
ー
ト
ル

ロ
　
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
あ
つ
て
は
十
七
メ
ー
ト
ル
（
被
け
ん
引
車
の
後
軸
の
旋
回
中
心
か
ら
車
体
の
後

面
ま
で
の
距
離
が
三
・
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
・
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
車
両
に
あ
つ
て
は
十
七
・
五
メ
ー
ト

ル
、
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
車
両
に
あ
つ
て
は
十
八
メ
ー
ト
ル
）

ハ
　
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
あ
つ
て
は
十
九
メ
ー
ト
ル

ニ
　
ダ
ブ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
二
十
一
メ
ー
ト
ル

五
　

小
回
転
半
径
　
車
両
の

外
側
の
わ
だ
ち
に
つ
い
て
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下

（
道
路
の
構
造
に
関
す
る
情
報
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
の
構
造
に
関
す
る
情
報
は
、

幅
員
、
平
面
線
形
、
上
空
に
あ
る
橋
梁
そ
の
他
の
障
害
物
、
交
差
点
の
形
状
、
橋
梁
の
強
度
、
通
行
の
規
制
等
に

関
す
る
情
報
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
（
指
定
登
録
確
認
機
関
が
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
登
録
確
認
機

関
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の

故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
法
第
四
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
請

二
　
法
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

三
　
法
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

四
　
法
第
四
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
求
め
（
以
下
「
確
認
の
求
め
」
と
い
う
。
）

（
限
度
超
過
車
両
の
登
録
に
係
る
車
両
の
幅
等
の
基
準
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
の
幅
、
重
量
、
高

さ
、
長
さ
及
び

小
回
転
半
径
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
幅
　
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下

二
　
重
量
　
次
に
掲
げ
る
値
以
下

イ
　
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
ダ
ブ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
百
六
十
三
・
六
ト
ン

ロ
　
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
あ
つ
て
は
百
四
十
三
・
六
ト
ン

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
車
両
以
外
の
車
両
に
あ
つ
て
は
百
三
十
五
・
一
ト
ン

三
　
高
さ
　
四
・
三
メ
ー
ト
ル
以
下

四
　
長
さ
　
次
に
掲
げ
る
値
以
下

イ
　
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
ダ
ブ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
二
十
一
メ
ー
ト
ル

ロ
　
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
あ
つ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
車
両
以
外
の
車
両
に
あ
つ
て
は
十
六
メ
ー
ト
ル

五
　

小
回
転
半
径
　
車
両
の

外
側
の
わ
だ
ち
に
つ
い
て
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下

（
通
行
経
路
に
係
る
記
録
の
保
存
の
方
法
の
基
準
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
存
の
方
法
の
基
準
は
、

限
度
超
過
車
両
に
搭
載
さ
れ
た
第
三
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
二
・
〇
車

載
器
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
積
載
す
る
貨
物
の
重
量
に
係
る
記
録
の
保
存
の
方
法
の
基
準
）

第
十
五
条
　
法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
存
の
方
法
の
基
準
は
、

積
載
す
る
貨
物
の
重
量
並
び
に
当
該
貨
物
の
積
卸
し
の
日
時
及
び
場
所
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
（
通
行
経
路
に

係
る
記
録
と
組
み
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
を
含
む
。
）
を
、
法
第
四
十
七
条
の
十
第
三
項
の

回
答
の
内
容
に
従
つ
て
限
度
超
過
車
両
を
通
行
さ
せ
た
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
通
行
可
能
経
路
の
有
無
の
判
定
の
方
法
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
は
、
法
第
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
判
定
基
準
の
策
定
の
方
法
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
判
定
基
準
は
、
限
度
超
過
車
両
の
通
行
の
状
況
及
び
そ
の
将

来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
道
路
の
管
理
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
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規
定
に
よ
る
判
定
を
、
数
式
を
用
い
て
算
定
す
る
方
法
そ
の
他
の
定
型
的
な
方
法
に
よ
り
直
ち
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
判
定
に
係
る
道
路
の
構
造
に
関
す
る
情
報
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
の
構
造
に
関
す
る
情
報

は
、
幅
員
、
平
面
線
形
、
上
空
に
あ
る
橋
梁
そ
の
他
の
障
害
物
、
交
差
点
の
形
状
、
橋
梁
の
強
度
及
び
通
行
の
規

制
に
関
す
る
情
報
並
び
に
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
限
度
超
過
車
両
の
幅
、
重

量
、
高
さ
、
長
さ
及
び

小
回
転
半
径
並
び
に
当
該
許
可
に
付
し
た
条
件
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
の
方
法
）

第
十
九
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告

す
べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
道
路
管
理
者
へ
の
通
知
事
項
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
車
両
の
通
行
が
法
第
四
十
七
条
の
十
第
三
項
の
回
答
の
内
容
に
従
う
も
の
で
あ
つ
た
か
否
か
の
別

二
　
登
録
車
両
の
通
行
が
前
号
の
回
答
の
内
容
に
従
わ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
登
録
車
両

に
係
る
法
第
四
十
七
条
の
五
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
登
録
車
両
が
通
行
し
た
経

路
及
び
総
重
量

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
情
報
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
登
録
車
両

の
通
行
経
路
並
び
に
判
定
基
準
に
係
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間
と
す
る
。

（
公
表
事
項
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
七
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
判
定
基
準
に
係
る

道
路
の
路
線
名
及
び
区
間
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
第
八
号
に
お

い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
行
お
う
と
す
る
道
路
交
通
管
理
業
務
の
範
囲

三
　
道
路
交
通
管
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

四
　
道
路
交
通
管
理
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七
　
道
路
交
通
管
理
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八
　
申
請
者
が
法
第
四
十
八
条
の
四
十
七
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
の
四
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
指
定
登
録
確
認
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
、
指
定
登
録
確
認
機
関
が
行
う
道
路
交
通
管
理
業
務

の
範
囲
又
は
道
路
交
通
管
理
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
登
録
等
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
二
十
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
八
条
の
五
十
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
及
び
法
第
四
十
八
条
の
五
十

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
つ
て
い
る
登
録
等
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
等
事
務
を
指
定
登
録
確
認
機
関
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
登
録
等
事
務
に
関
す
る
書
類
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
指
定
登
録
確
認
機
関
に
引
き
継
ぐ

こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
登
録
等
事
務
規
程
の
認
可
の
申
請
等
）

第
二
十
六
条
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
の
五
十
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
登
録
等
事
務
規
程
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
の
五
十
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
登
録
等
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
十
八
条
の
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
等
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
等
事
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
等
事
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

四
　
登
録
等
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
登
録
等
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
登
録
等
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
登
録
等
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
等
事
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
の
申
請
又
は
法
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

受
け
た
年
月
日

二
　
登
録
又
は
法
第
四
十
七
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
登
録
の
内
容

四
　
確
認
の
求
め
を
受
け
た
年
月
日

五
　
法
第
四
十
七
条
の
十
第
三
項
の
回
答
を
し
た
年
月
日
及
び
当
該
回
答
の
内
容

六
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
基
準
等
の
提
供
を
受
け
た
年
月
日

七
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
年
月
日

八
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
当
該
提
供
の
内
容

九
　
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
年
月
日

十
　
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
当
該
通
知
の
内
容

十
一
　
そ
の
他
登
録
等
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
登
録
確
認
機
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関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て

法
第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録

媒
体
を
含
む
。
第
三
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
登
録
等
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
九
条
　
法
第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
等
事
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
書
類

二
　
確
認
の
求
め
に
係
る
書
類

三
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
基
準
等
の
提
供
に
係
る
書
類

四
　
法
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
係
る
書
類

五
　
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
書
類

六
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
指
定
登
録
確
認
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る

と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
第
一
項
の
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
第
三
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
の
書
類
　
法
第
四
十
七
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で

の
間

二
　
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
書
類
　
法
第
四
十
七
条
の
十
第
三
項
の
回
答
の
日
か
ら
五
年
間

三
　
第
一
項
第
三
号
の
書
類
　
登
録
等
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
の
間

四
　
第
一
項
第
五
号
の
書
類
　
法
第
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間

五
　
第
一
項
第
六
号
の
書
類
　
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
期
間

（
不
正
登
録
車
両
の
報
告
）

第
三
十
条
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
登
録
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
登
録
を
受
け
た

と
思
料
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
登
録
車
両
に
係
る
登
録
事
項

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

（
指
定
登
録
確
認
機
関
に
対
す
る
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
三
十
一
条
　
法
第
四
十
八
条
の
五
十
五
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
等
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
二
条
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
登
録
等
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
指
定
登
録
確
認
機
関
に
よ
る
登
録
等
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
三
条
　
指
定
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
の
五
十
八
第
三
項
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

通
大
臣
が
行
つ
て
い
る
登
録
等
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
等
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
帳
簿
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
登
録
の
取
消
し
の
通
知
）

第
三
十
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
登
録
確
認
機
関
が
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
七
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
登
録
確
認
機
関
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
取
消
し
に
係
る
登
録
車
両
の
自
動
車
登
録
番
号
（
道
路
運
送
車
両
法
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
を
い
う
。
）

二
　
取
消
し
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
取
消
し
を
し
た
年
月
日

（
限
度
超
過
車
両
の
所
有
者
等
に
対
す
る
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
三
十
五
条
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
一
月
二
五
日
建
設
省
令
第
二
五
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
車
両
の

通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
車
両
制
限
令
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道

路
管
理
者
が
交
付
し
た
認
定
書
の
う
ち
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
六

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
四
十
七
条
の
二
第
五
項
の
許
可
証
に
相
当
す
る
も
の
は
、
同
項
の
許
可
証
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
二
八
日
建
設
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
〇
月
一
八
日
建
設
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
〇
日
建
設
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
申
請
書
、
許
可
証
及
び
認
定
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
車
両
の
通
行
の
許

可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
交
付
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
許
可
証
及
び
認
定
書
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
様

式
第
一
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
三
〇
日
建
設
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
建
設
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
申
請
書
の
用
紙
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
一
〇
日
建
設
省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
申
請
書
の
用
紙
は
、
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２
　
申
請
書
、
許
可
証
又
は
認
定
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手

続
等
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
又
は
別
記
様
式
第
二
の
様
式
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
日
以
前
に
交
付
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
許
可
証
又
は
認
定
書
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規

定
す
る
日
後
も
新
省
令
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
許
可
証
又
は
認
定
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
中
、
第
一
条
の
規
定
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
、

第
二
条
の
規
定
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間

に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一

様式第一 

(用紙A4) 

  
  受 付 番 号     

  
    

特殊車両通行 
許可 
 
認定 

申請書(    ) 

道路管理者 

          殿 

年  月  日   

  通行開始日 年 月 日  

 

 住所 

 

 会社名・氏名 

 

 代表者名        TEL 

 

 担当者名        TEL 

  

通行終了日 年 月 日 

  

車 種 区 分 

  

車 両 番 号 等 車名及び型式 

他 台 

  

    

積載

貨物 

幅 高 さ 長 さ   

他 台 

        

  品名   

  

軸 種 数     

  

車両諸元 

総 重 量 最遠軸距 最小隣接軸距 隣 接 軸 重 長 さ 

kg cm cm kg cm 

幅 高 さ 最小回転半径 最 大 軸 重 最大輪荷重 

cm cm cm kg kg 

  

通行区分   通行経路数   

  

更 新 又 は 変 更 経 緯 

申請内容 年 月 日 許 可 番 号 車両台数 総通行経路数 変更事由 

新 規 時     ／     

前 回     ／   

  
  

 

様
式
第
二

様式第二 
  
      

特殊車両通行 
許可 
 

認定 
申請書(    ) 

  
年  月  日   

 

 住所 

 

 会社名・氏名 

 

 代表者名         TEL 

 

 担当者名         TEL 

  通行開始日 年 月 日 

  

通行終了日 年 月 日 

  

車 種 区 分 

  

車 両 番 号 等 車名及び型式 

他 台 

  

    

積載

貨物 

幅 高 さ 長 さ   

他 台 

        

  品名   

  

軸 種 数     

  

車
両
諸
元 

総 重 量 最 遠 軸 距 最小隣接軸距 隣 接 軸 重 長 さ 

kg cm cm kg cm 

幅 高 さ 最小回転半径 最 大 軸 重 最大輪荷重 

cm cm cm kg kg 

  

通行区分   通行経路数   

  

更 新 又 は 変 更 経 緯 

申請内容 年 月 日 許 可 番 号 車両台数 総通行経路数 変更事由 

新 規 時     ／     

前 回     ／   
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特殊車両通行 
許可証 

認定書 

第     号  

年  月  日  

上記の通り 
許可 

認定 
する。ただし、別紙の条件に従うこと。 

  許可証 

認定書 
の有効期間 

自：  年  月  日  道路管理者 

至：  年  月  日 
  

 

〔Ⅰ〕許可証又は認定書(以下「本証」という。)の取扱上の注意事項 

 1．本証の交付を受けた者は、通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。 

 2．本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。 

 3．通行に際し、本証に記載されている通行条件、通行経路等は厳守しなければならな

い。 

 4．通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなけ

ればならない。 

 5．本証に記載されている車両諸元、通行経路等に変更があつた場合には、道路管理者

に変更の申請を行い、許可を得なければならない。 

 6．以上の各事項に違反した場合には、道路法の規定に基づき懲役又は罰金の刑に処せ

られることがある。 

〔Ⅱ〕審査請求又は処分の取消しの訴え 

   この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、行政不服審査法の定め

るところにより、本証を受け取つた日の翌日から起算して3か月以内に      

  に、審査請求することができる(なお、本証を受け取つた日の翌日から起算して3

か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求することができなくな

る。)。また、行政事件訴訟法の定めるところにより、本証を受け取つた日(当該処分

につき、審査請求した場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日

から起算して6か月以内に、     を被告として(訴訟において     を代表

する者は     となる。)、処分の取消しの訴えを提起することができる(なお、

本証を受け取つた日又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であつ

ても、処分の日又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなる。)。 

 

様
式
第
三

様式第三 

 

(表)   

第      号    

官職          

氏名          

 

 

道路法 

第48条の55第2項の立入検査員証 

(第48条の55第1項関係) 

 

 

国土交通大臣 印 

 

 

 

  年  月  日発 行  

  年  月  日限り有効  

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

九センチメートル   

(裏)   

道
路
法(

抜
粋) 

  
(

報
告
、
検
査
等) 

第
四
十
八
条
の
五
十
五 

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
交
通
管
理
業

務
の
公
正
か
つ
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
登
録
確
認
機
関
に
対
し
道
路
交
通
管

理
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
指

定
登
録
確
認
機
関
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
道
路
交
通
管
理
業

務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の

た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一
～
四 

(

略) 

 

五 

第
四
十
八
条
の
五
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

 

六
・
七 

(

略) 
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様
式
第
四

様式第四 

 

(表)   

第      号    

官職          

氏名          

 

 

道路法 

第72条の2第3項の立入検査員証 

(第72条の2第2項関係) 

 

 

道路管理者 印 

 

 

 

  年  月  日発 行  

  年  月  日限り有効  

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

九センチメートル   

(裏)   

道
路
法(

抜
粋) 

  
(

報
告
及
び
立
入
検
査) 

第
七
十
二
条
の
二 

(

略) 

２ 

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
七
十
一
条
第
一
項(

第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
係
る
場
合
に
限

る
。)

の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、

若
し
く
は
通
行
さ
せ
る
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告

を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
限
度
超
過
車
両
の
所
在
す
る
場

所
若
し
く
は
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ

る
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
限
度
超
過
車

両
の
通
行
経
路
、
通
行
時
間
そ
の
他
の
通
行
の
方
法
の
記
録
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身

分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら

な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 
(

略) 

 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反

し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者 
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